
  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新刊案内 注文は裏面で！ 

この本は、労働基準
監督官は読まない
でください ――。 

弁護士会館ブックセンター出版部 

Ｌ     Ａ      Ｂ     Ｏ 

労
働
基
準
監
督
署
が

あ
な
た
の
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社  

を 

狙 

っ
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『『働働きき方方改改革革』』にによよりり監監督督官官激激増増  
残残業業代代請請求求ババブブルルにに備備ええよよ！！  

河河 野野 順順 一一  

永
久
保
存
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こ
の
一
冊
で
顧
問
先
企
業
を
守
れ
る
！ 

是
正
勧
告
・
臨
検
調
査
さ
れ
る
前
に
読
み
た
か
っ
た
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企
業
防
衛
に
係
る
社
会
保
険
労
務
士
・
人
事
担
当
必
携
の
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その是正勧告、異議あり！ 

手
に
汗
握
る
！
迫
真
の
小
説
風
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
形

式
で
監
督
官
と
の
や
り
取
り
を
再
現
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白
熱
講
義
（
対
話
）
形
式
な
の
で
、
解
説
が
手
に

取
る
よ
う
に
わ
か
る
！ 

 

理
論
と
実
践
を
織
り
交
ぜ
て
解
説
す
る
た
め
、
す

ぐ
に
実
務
で
役
に
立
つ
！ 

 

特徴③  特徴②  特徴① 

【ケース１】 臨検調査において、日時、方法、内容、程度等、一方的な 

調査を強要できるのか？ 

【ケース２】 重大性、緊急性、必要性がないのに臨検調査できるのか？ 

【ケース３】 退職者の求めに応じ残業代支払いを命じられるか？また担当

者が変更して是正勧告の期間も変更するのは許されるか？ 

【ケース４】 労働者と合意したのに「タイムカード通りに払え」と言えるか？ 

【ケース５】 そもそも残業代の支払いを強要することはできるのか？ 

【ケース６】 刑罰を背景に、是正勧告を強要してよいのか？ 

本 書 で 取 り 上 げ る 問 題 

本書は危険な本です！ 
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購購入入申申込込みみはは        
ＦＦＡＡＸＸ（（００３３－－５５２２５５９９－－６６８８１１２２））  

※※送送信信面面ににごご注注意意くくだだささいい  

【 申 込 書 】 

☑☑上上記記書書籍籍のの購購入入をを申申しし込込みみまますす。。  

  代代金金はは、、本本体体価価格格のの購購入入部部数数分分合合算算額額をを、、以以下下のの口口座座ににおお支支払払いいくくだだささいい。。

ごご入入金金をを確確認認ししたた後後にに、、発発送送ささせせてて頂頂ききまますす。。  

  

  

  

  

  

※※発発送送ははゆゆううメメーールルででおお送送りりいいたたししまますす。。  

※※詳詳細細ににつつききままししててはは、、東東京京法法令令学学院院  住住所所東東京京都都千千代代田田区区神神田田錦錦町町１１－－１１２２－－３３  第第一一アアママイイビビルル

１１ＦＦ、、電電話話番番号号（（００３３－－３３２２９９２２－－７７８８４４９９））ままででおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。  

※ご記入いただいた内容（個人情報）につきましては、商品の発送及びそのご請求、並びにお支払

いの確認のみに利用するものとし、個人情報保護法に基づき、適正に管理いたします。 

タタイイトトルル  労働基準監督署があなたの会社を狙っている 

価価格格  

本本体体価価格格１１冊冊  １１,,００００００円円（（税税込込））  送送料料弊弊社社負負担担  
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電電話話番番号号    ＦＦＡＡＸＸ    
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